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かつてエミール・デュルケームが、その初期の

著作である『社会分業論』のなかで、「集合意識」

の観点から、それを傷つけるものとして犯罪を定

義したことは、よく知られている１）。そこでは、

あらゆる犯罪に共通する性質は、その内在的な特

性にあるのではなく、むしろ「外部にある何らか

の条件との関係」のなかにある２）こと、そしてそ

の「外部にある何らかの条件」とは、とりもなお

さず「集合意識」であり、犯罪に対して刑罰を課

すのは、その「集合意識」の担い手たる社会にほ

かならないとされた。

しかしタルコット・パーソンズによれば、他方

で、デュルケームの強い実証主義的な傾向は、主

観的要素の含みをもつ「集合意識」の概念を、

「社会的なもの」に重ね合わせることを困難にす

る強い圧力を産み出した。言うまでもなく、デュ

ルケームにとって、「社会的なもの」は、個人に

対して外在し、個人を拘束するものでなければな

らなかったからだ。その結果、「社会的なもの」

は、長らく残余カテゴリーとして扱われた。しか

しながら、パーソンズによれば、最終的にデュル

ケームは、「社会的なもの」と主観的要素を結び

つける方向へと進み、初期の発想に立ち戻った。

この基本的論点において、…デュルケーム

の展開が完全な円環を描いているのは、奇妙

なことである。…かれは、共有された主観的

要素という考えでもって出発した地点へと舞

い戻った。（Parsons１９３７:３６０＝１９８２:８５）

したがって、パーソンズが「社会的なもの」と

して抽出するのは、主観的であると同時に、決して

ランダムなものではなく、社会的に統合された究

極的価値システムへと接合され、集合生活の創発

特性に対応する「規範的志向」なのである３）。

いずれにしても、ここで注目しておきたいの

は、行為者の「主観的な意味」という、もう一つ

の社会学的伝統に根ざす行為論は言うにおよば

ず、いわゆる規範主義的な行為論においても、規

範は、決して行為に外部的・外在的な何ものかで

はないということである。われわれはここで、規

範主義的な行為論を擁護するつもりもなければ、

批判するつもりもない。大事なことは、少なくと

もデュルケームの言う「外部的な関係」というも

のをつきつめて考えるかぎり、それが統合されて

いようと、相互に葛藤していようと、価値や規範

を含意するものではありえない、ということだ。

言い換えれば、行為の内在的な特性（行為の要

素）として、社会性をあらかじめ取り込んでしま

うかぎり、本来の意味での「社会的なもの」は、

＊キーワード：再帰性、社会的構築主義、社会問題
＊＊関西学院大学社会学部教授
１）「われわれは、ある行為が犯罪的であるのは、それが集合意識の強く、確定的な状態を傷つける場合である、と
言うことができよう。……この条件を満たす［すべての犯罪に共通する］唯一の特性は、犯罪と集合的感情の
間に存在する対立である。したがって、犯罪を構成するのは、この対立であり、犯罪からこの対立が生じるの
ではない。言い換えれば、ある行為は、それが犯罪的だから、集合意識を害すると言うべきではなく、そうで
はなくて、それが集合意識を害するから犯罪的であると言うべきなのだ。われわれは、ある行為が犯罪である
から、それを非難するのではなく、われわれがある行為を非難するから、それは犯罪なのである。」（Durkheim
１９３３:３９―４０＝１９８９:１４１―３）

２）「…犯罪にみられる変化しない性質は、…行為の内在的特性のなかに見い出されるのではなく、…行為の外部に
ある何らかの条件との間に取り結ばれる関係のなかに見い出されるのだ。」（Durkheim１９３３:３２＝１９８９:１２９）

３）主意主義的行為論のわかりやすい見取り図としては、Parsons（１９３７:６９７―７２６＝１９８９:９１―１３２）を参照。
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はじめから失われてしまうのである４）。

その意味で、行為者の「主観的な意味」であ

れ、「規範的志向」であれ、行為のいわば内在的

要因説に対して、デュルケームの言う「外部的な

関係」の本来的なありようを提示したのは、逸脱

についてのレイベリング理論であったと言ってよ

い。ハワード・S・ベッカーは、以下のように述

べている。

逸脱とは、行動それ自体に属する性質では

なくて、ある行為を行う者と、それに反応す

る人々との間の相互行為に属する性質なので

ある。（Becker１９６３:１４＝１９７８:２４）

ここでは、逸脱（であるかないか）という行為

特性が、行為に内在する視点によって決定される

のではなく、むしろ他の行為（者）との関係のな

かで、すなわち当該の行為を含む相互行為のなか

で、決定されるものであることが強調されてい

る。もちろんベッカーの立場が、それほど徹底し

たものではなく、むしろかなり折衷的なもので

あったことも、すでによく知られている。実際

ベッカーは、上記の文章の直前で、以下のように

述べている。

ある行為が逸脱であるかどうかは、ある程

度は、その行為の性質（つまり規則を破って

いるかどうか）に依存し、ある程度は、他の

人々がその行為に関して何を行うかに依存し

ている。（Becker１９６３:１４＝１９７８:２３）

したがって、その後のレイベリング理論が、実

証主義的な逸脱行動論との論争５）に巻き込まれ、

いつのまにかその輝きを失っていくという運命

は、すでにその端緒のなかに、十分にうかがうこ

とができる。しかしもしそうだとするなら、厳密

な意味で「社会的なもの」の水準を切り出し、そ

れによって社会学的思考の独自性を確保しようと

した、デュルケーム以来の努力は、いったいどう

なってしまうのだろうか。今日、この問題を改め

て考えるための足掛かりは、いったいどこにある

のだろうか。レイベリング理論の果たした意義を

考慮に入れれば、まさしくその後継者である（社

会問題の）社会的構築主義を、一つの候補として

挙げることは、正当なものと言えるだろう。

本稿の目的は、このような観点から、社会的構

築主義６）の可能性と、そしてまたその問題点（そ

れが根本的な問題であるという意味では、社会的

構築主義の不可能性）を明らかにすることにあ

る。もちろん、だからといって、単なる批判のた

めに批判するつもりはない。むしろ、どのような

形であれば、社会的構築主義のアイデアが正当な

試みでありうるのかを見極めていかなければなら

ない。

１．社会問題の構築主義

まずは、マルコム・スペクターとジョン・I・

キツセ（Spector and Kitsuse１９８７＝１９９２）に基づ

いて、「社会問題の構築主義」を復習しておこ

う。かれらにとって、最も重要な区別は、「われ

われが客観的状態（objective condition）と呼ぶ

ものと、それらを社会問題と定義することとの間

の区別」（Spector and Kitsuse１９８７:５＝１９９２:１１）

である。

前者は、長らく、広範な社会現象の研究の

ための基礎を提供してきたのだが、論理的に

は後者が、社会問題の社会学のための研究対

象──ほとんど完全に無視され、探究されて

こなかった研究対象──を提供するのだ、と

われわれは主張したい。（Spector and Kitsuse

１９８７:５＝１９９２:１１）

４）この論点については、すでに田中（１９９０）で詳しく論じた。
５）レイベリング理論をめぐる論争については、Gove（１９７５）の諸章を参照。
６）一般に社会的構築主義という場合には、少なくとも、もう一つの大きな勢力である、（社会）心理学な系譜に属
する諸研究（Burr１９９５＝１９９７; Potter and Wetherell１９８７; Edwards and Potter１９９２; Edwards１９９７; Potter１９９６;
Harré and Gillett１９９４; Harré １９９９などを参照）も含まなければならないが、本稿では、それらを扱うことはで
きない。ただし、本稿の結論に関しては、基本的にこれらの諸研究にもあてはまるものと考えている。また、
社会問題の構築主義については、すでに中河（１９８９―９０，１９９９）が詳細な紹介と検討を行っている。
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したがって出発点は、社会問題を何らかの客観

的状態とみなす、伝統的あるいは機能主義的立場

への批判である。このような素朴な立場からすれ

ば、社会問題とは、いわば社会の何らかの機能不

全であり、社会学者の任務は、それを診断・発見

し、その原因や処方箋を探ることにある。

社会問題を何らかの客観的状態とみなすことが

できないのは、何が犯罪であるかを、行為の性質

にしたがって判断できないという、冒頭のデュル

ケームの洞察からも、十分に推測可能である。何

らかの状態や行動を、その内在的な特性にした

がって、社会問題や逸脱と定義することは決して

できない。その意味で、このような素朴な立場が

維持されうるためには、暗黙に、何らかの論理的

な補完が必要になってくるはずだ。多分、その第

一は、社会問題を正しく見定める社会学者の専門

家としての特権的な能力の仮定であろう。専門家

としての社会学者だけが、社会の正常な動作を把

握でき、したがってそれに対する機能不全として

の社会問題を発見することができるとされる。そ

れは、とりもなおさず専門家の判断の押しつけな

のだが、科学（としての社会学）のみが真実を発

見しうるとする科学主義的な立場をとるなら、こ

のことは問題にならないだろう。

このような専門家の判断の根拠は、言うまでも

なく社会学という専門的知識であり、もっと特定

するなら、機能主義的な社会学理論である。この

理論によれば、社会システムは、自らを維持する

ために、一定の機能を果たさなければならず、し

たがって必要な仕方で機能分化し、それぞれの局

面にしかるべき役割が配分され、人々の行為が統

制されなければならない。そしてそれを可能にし

ているのが、制度（規則）であり規範である７）。

そこで登場するのが、第二の補完──規範主義な

いしは規範的定義──である。それは、一般に社

会の目標や望ましさの規準となっているようなも

のばかりでなく、それぞれの地位に制度化された

規範（役割）も含めて、規範にしたがっているか

どうかを、判断の規準にしようとするものであろ

う。社会システムが維持されるためには、さまざ

まな規範が制度化され、内面化されていなければ

ならない。そしてそのような規範にしたがった行

動が遂行されることが、社会システムの正常な作

動なのだから、そのような規範からはずれるのが

逸脱であり、社会問題であるということになる。

もっとも、スペクターとキツセは、この第二の

補完である規範主義については、アンビバレント

な位置づけをしているようにみえる。かれらによ

れば、規範的定義は、「人々による定義」の萌芽

でもある。

二つの規範的アプローチ［機能的アプロー

チと価値葛藤アプローチ］がともに仮定して

いるのは、状態を問題として定義するのが

「メンバーの活動」であるということだ。つ

まり問題としての定義は、社会のメンバーに

よって行われる活動であって、社会学者のよ

うな専門的な観察者によって行われる活動で

はないということである。…社会学者が観察

すべきなのは、状態ではなくて、人々がその

状態に対して、どのように行動するかであ

る。社会学者は、単に状態を観察して、それ

が社会問題であるかどうかを判断することは

できない。（Spector and Kitsuse１９８７:３４＝

１９９２:５４）

いずれにしても、ここで提起されているのは、

社会学者による、専門的知識に基づいた社会問題

の「発見」ではなく、社会問題を社会のメンバー

によってなされる定義という視点からみていこう

とする立場である。そして、客観的な状態と、そ

の状態を社会問題として定義することを区別し、

社会のメンバーによる価値判断（その背景には規

範がある）こそが、ある社会状態を社会問題たら

しめているのだ、と明確に主張したのは、価値葛

藤学派であった。

かれら［価値葛藤学派］は、社会問題と

は、社会のメンバーによって構築された定義

であり、こうした構築物は価値判断の表現で

ある、と言っているようにみえる。社会問題

として状態を定義することは、社会のメン

７）機能主義的な社会システム論の典型として、Persons（１９５１＝１９７４）を参照。
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バーによる達成なのだ。（Spector and Kitsuse

１９８７:４３＝１９９２:６７）

しかしながら価値葛藤学派ばかりでなく、社会

的構築主義の直接の祖先である、逸脱のレイベリ

ング理論もまた、一方で定義主義的アプローチを

提起しながら、他方で客観的状態の概念に引き戻

され、客観主義との折衷に陥ることによって、そ

の独自性を曖昧にしてしまったとされる。

スペクターとキツセによれば、エドウィン・レ

マートの客観的に規定される「一次的逸脱」と、

それに対する社会的反作用によって引き起こされ

る「二次的逸脱」という概念も、そしてまたベッ

カーの逸脱行動の類型学（メンバーのパースペク

ティブ＝逸脱者として認知された／逸脱者として

認知されない、という軸と、独立した観察者の

パースペクティブ＝規則違反／規則に沿った、と

いう軸によって構成される四つの類型）も、同様

に、一方における客観的な状態としての逸脱行動

と、他方における社会的反作用やメンバーによる

認知・評価とを並記することによって、客観主義

的アプローチと定義主義的アプローチという相反

する二つの要素を折衷的に含んでいる。

社会問題の社会学は、社会のメンバーの

パースペクティブを出発点とし、とくに、社

会問題を定義しようとするクレイム申し立て

活動に照準しなければならない…。…社会問

題や逸脱を研究する社会学者は、社会の状態

をどのように定義し、それについて何がなさ

れるべきかに関してなされる、クレイムを申

し立てるグループと他のグループとの間の相

互作用を関心の中心に据えるべきだ、とわれ

われは提案する。（Spector and Kitsuse１９８７:

７２＝１９９２:１１２）

スペクターとキツセによれば、「クレイム申し

立 て 活 動」と は、何 ら か の「想 定 さ れ た

（putative）状態」に関する不満や要求を主張す

る、個人やグループの活動であり、社会問題と

は、まさにそうした活動によって社会的に構築さ

れるものにほかならない。したがって社会問題の

社会学の主題は、人々が行う「クレイム申し立て

活動」そのものであって、客観主義的アプローチ

とは違って、申し立てられたクレイムの真偽（つ

まり「想定された状態」が本当に存在するかどう

か）は問題にならない８）。

２．構築主義論争（１）「オントロジカル
・ゲリマンダリング」をめぐって

スペクターとキツセによって提起された、社会

問題の構築主義的なアプローチに対して、最も影

響力の大きい批判を展開したのが、スティーブ・

ウールガーとドロシー・ポーラッチによる「オン

トロジカル・ゲリマンダリング（ontological

gerrymandering）」という批判である（Woolgar

and Pawluch １９８５＝２０００）。ここでは、この批判

と、それに対する構築主義の側の対応について見

ておこう。

ウールガーとポーラッチによれば、社会問題の

構築主義は、社会問題を何らかの客観的な状態と

みなす伝統的思考から決別し、社会問題を社会の

メンバーが定義し、構築する活動（クレイム申し

立て活動）として見ていこうとしているのだが、

それにもかかわらず「これらの研究はみな、根本

的な意味で、決してその真理値が問われることの

ないクレイムを自分自身で申し立てている」

（Woolgar and Pawluch１９８５:２１５＝２０００:２０）。つ

まり構築主義者自身が、その看板とは裏腹に、客

観的な状態についてのクレイムを申し立ててし

まっており、その意味で、自らが批判している、

あるいは分析の対象として自らとは一線を画して

いるはずの、客観的な状態についてのクレイム申

８）規範主義の位置づけの問題について、少しだけ触れておこう。冒頭で述べたように、規範は、行為にとって内
在的なものでありうるから、規範主義と定義主義の区別をあいまいにすることは、あまり望ましいことではな
い。定義主義と規範主義との折衷は、クレイム申し立て活動の背後に、集団や個人の価値判断や規範を想定す
るという形であらわれる。スペクターとキッセは（いわゆる「コンテクスト派」とは違って）、価値や利害を、
人々がクレイム申し立てを行う際に使用する「資源」として位置づけることで、この問題を慎重に排除しよう
としている。
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し立て活動を、自ら行ってしまっているというの

である。

［構築主義的な］事例研究はみな、同一の

二部構成を示している。第一に、何らかの行

動や状態が呼び出され、それに結びついた異

なる反応（定義やクレイム）の像が提示され

ることによって、説明が開始される。第二

に、各研究は、そうした定義の変容を説明す

るために、有力と思われる社会的・歴史的状

況の諸特性を呼び出すのだ。（Woolgar and

Pawluch１９８５:２１５＝２０００:２０）

例えば、「マリファナ」を「嗜癖的」なものと

して定義するかどうかという定義上の変化に注意

を促し、その変化が説明を要する現象であると語

るときに、その背後で「マリファナの性質」の不

変性が仮定されたり、あるいは、「子どもを殴る

こと」を「児童虐待」として定義するかどうかと

いう定義上の変化に注意を促し、その変化を社会

的・歴史的状況によって説明しようとするとき

に、「子どもを殴ること」が、いつの時代も大き

な変化なく行われてきたという、客観的な行動や

状態についての定義が、明示的であれ、暗黙にで

あれ、下されているというのである。「子どもを

殴ること」が、「児童虐待」として定義されるか

どうかは、客観的状態についてのクレイムとして

扱われているのに対して、「子どもを殴ること」

というのも、客観的状態についてのクレイムなの

だということは、無視されている。

「子どもを殴ること」は、「児童虐待」に

比べて、より客観的な状態に近い用語である

という印象を与えるかもしれないが、しかし

ながらそれも、ラベルあるいは構築物なの

だ。だがフォールの説明は、「児童虐待」と

いうラベルを提案する人々の構築作業には注

意を向けさせながら、「子どもを殴ること」

というラベルは自明視するよう、読者に要求

している。（Woolgar and Pawluch１９８５:２２０

＝２０００:３２）

ウールガーとポーラッチによれば、このような

説明様式においては、一方における状態の不変性

と、他方における定義の可変性が対照化されてい

る。つまり、状態は変化しないにもかかわらず、

状態の定義の方は変化しており、それは、何らか

の社会的状況（の変化）の結果であるとされる。

たしかに、状態が変化しないというのは、客観的

な状態についての一つの判断である。社会的構築

主義の方針にしたがえば、客観的な状態について

の判断は、差し控えなければならないはずなの

に、実際には、それが行われている。社会のメン

バーの判断は、クレイム申し立て活動として扱わ

れているのに、自分たちのしている判断は、同様

にクレイム申し立て活動であるにもかかわらず、

隠蔽されているというのだ。問題であると理解さ

れるべき前提と、そうでない前提との間に、この

ような恣意的な境界線を引くこと、あるいは、あ

る領域は存在論的な疑いに適うものとして、別の

領域は存在論的な疑いを免れるものとして描かれ

ることが、「オントロジカル・ゲリマンダリング」

と呼ばれる。

構築主義的なアプローチは、客観的な状態につ

いて直接的に語ろうとする伝統的アプローチを批

判して、それについての人々の定義や構築のあり

ようや過程を研究の主題にしようとするのだが、

そのような主題を際立たせるために、その背後

で、客観的な状態についての判断を下さなければ

ならなくなっているということだ。その意味で、

定義主義的アプローチもまた、それが批判し、決

別しようとするものから抜け出すことはできず、

それと同列に並ぶものでしかない。言い換えれ

ば、構築主義もまた、人々のクレイムと同列であ

るのに、構築主義を自らに適用しないことによっ

て、社会学的な分析としての自己の地位を確保し

ようとしているというわけだ。ここまで議論が拡

張されるなら、社会的構築主義の立場にたつ分析

のみならず、あらゆる分析が、何らかの意味で、

状態を定義するようなクレイムを申し立てている

はずだから、かれらの批判は、すべての社会学的

分析や説明にあてはまることになる。

このようなウールガーとポーラッチの批判に対

応する形で、構築主義の陣営は、この批判に対応

しようとする、いわゆる「厳格派」と、そうでな
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い「コンテクスト派」に分かれていく。ここで

は、「厳格派」のピーター・R・イバラとキツセ

（Ibara and Kitsuse１９９３＝２０００）の議論を検討し

よう９）。

イバラとキツセが何よりも強調するのは、社会

のメンバーと、社会学者の区別であり、社会のメ

ンバーによる実践的な企てと、社会学者による分

析的・理論的な企ての区別である。かれらは、そ

れによって、構築主義的分析が、客観主義的分析

と同列ではなく、いわば論理的に異なったレベル

にあるということを示そうとする。

このような主張の背景にあるのは、アルフレッ

ド・シュッツ（Schutz１９６２＝１９８３）の議論であ

り、それに基づいたドン・ツィンマーマンとアル

ヴィン・ポルナー（Zimmerman and Pollner

１９７１）の議論である。シュッツは、以下のように

述べている。

それ［社会的世界］は、そこで生き、思考

し、そして行為している人々にとって、特有

の意味とレリバンスを持っている。かれら

は、この世界を、日常生活の現実についての

一連の常識的な構築物によって、あらかじめ

選択し、あらかじめ解釈している。…社会科

学者によって構築された思惟対象は、日常生

活を生きる人の常識的な思考によって構築さ

れた思惟対象に言及し、またそれに基づいて

いる。したがって、社会科学者によって使用

される構築物は、いわば第二次的なもの、す

なわち社会的な場面にいる行為者によってつ

くられた構築物についての構築物なのであっ

て、そういう行為者の行動を、科学者は…観

察し、説明しようとするのだ。（Schutz１９６２:

６＝１９８３:５２）

メンバーによる常識的な意味構成である第一次

的構築と、その第一次的構築を対象とした、社会

学者による科学的な意味構成である第二次的構築

を区別するという考えは、ツィンマーマンとポル

ナーによって、社会学的探究の「主題（topic）」

と「資源（resource）」の区別という形で再定式

化される。かれらによれば、社会学的探究は、社

会の普通のメンバーによって、常識的な仕方で、

認知されたり記述されたりする現象に向けられて

いるのだが、「…そうした常識的な認知と記述

は、それによって利用可能になった現象を、社会

学者が分析するための根本的に疑問視されない資

源として利用されてしまっている」（Zimmerman

and Pollner１９７１:８１）。

もちろん一般に、社会学的研究は、常識的な認

知や記述に対してかなり批判的な態度をとること

が多いのだが、それは、常識的に認知されたり記

述された現象・対象・状態などが、認知や記述と

いう営みとは独立に、客観的なものとして存在し

ているという前提にまでは及ばない。むしろその

ような前提は、実証主義的な社会学の前提そのも

のでもあって、したがって常識的知識に対する批

判は、あくまでその前提の上でなされる常識的な

説明に対するものである。したがって、常識的な

認知や記述が、いかにして何らかの現象・対象・

状態を客観的に実在するものとして構築するの

か、という問題が視野からはずれてしまう。その

意味で、「日常生活の世界は、…それ自体とし

て、主題となることはほとんどな」（Zimmerman

and Pollner１９７１:８０）く、社会学は、本来主題と

して取り組むべきものを、そうしないで、自らの

説明実践のための資源として利用してしまってい

るというのである。

われわれが提案するのは、メンバーの実践

的探究の主題への伝統的な関心を留保し、素

人のものであれ職業的なものであれ、実践的

探究それ自身への研究に、もっぱら重点を置

くよう促すことである。（Zimmerman and

Pollner１９７１:８３）

ここまでくれば、社会のメンバーによる実践的

な第一次的構築と、社会学者による分析的・理論

的な第二次的構築を区別し関係づけようとする、

以下のようなイバラとキツセの主張は、ごく自然

な流れのなかにある。

９）「コンテクスト派」の主張については、Best（［１９８９］１９９５，１９９３）を参照。
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メンバーと社会学的分析者を区別すること

が重要なのは、構築主義者が次のような見解

を持っているからである。つまり、メンバー

が言語的な生産物と活動（シュッツの用語で

言えば、第一次的構築）を提供することによ

り、今度は社会学者がそれを（実践的なもの

と対立するものとしての）理論的な吟味（す

なわち第二次的構築）にかけることができ

る、というものだ。社
�

会
�

問
�

題
�

とは、メンバー

のさまざまな方法からなる社
�

会
�

的
�

相
�

互
�

行
�

為
�

の
�

ク
�

ラ
�

ス
�

の方を指しており、その方法は、シン

ボリックに構築され、道徳的に非難される相

互主観的な存在を定式化したり、記述した

り、解釈したり、評価したりするための方法

であって、しかもそれは、社会学者によっ

て、分析的に再構築可能なものなのである。

（Ibarra and Kitsuse１９９３:２８＝２０００:５２）

たしかに、社会的構築主義に対するウールガー

とポーラッチの直接的な批判は、構築主義者が、

その看板とは裏腹に、客観的な状態についてクレ

イムを申し立てており、その意味で、かれらが分

析の対象としている、社会のメンバーによるクレ

イム申し立て活動と結局同じなのだ、ということ

にあるのだから、メンバーによる構築と、社会学

者（構築主義者）による構築とを、性質上区別し

た上で（実践的と理論的・分析的）、再帰的に関

係づける（構築の構築）というアイデアは、たし

かに理解可能である。それと同時に、全く同じこ

となのだが、何とか客観的な状態から身を引くこ

とが必要になり、そのような観点から、「想定さ

れた状態」を「状態カテゴリー（condition-

category）」という概念で置き換えようとするこ

とも、理解不可能ではない。

状態カテゴリーは、社会的な活動や過程の

類型──つまり「社会」による自らの内容の

分類──であり、それが実践のコンテクスト

で使用されることによって、社会的現実の意

味ある記述や評価が産み出される。…状態カ

テゴリーは、社会問題が何に「ついて」のも

のであるのかを示すために、メンバーが使う

用語であり、…第一にそしてもっぱら、言語

の単位なのだ。（Ibarra and Kitsuse１９９３:３０

＝２０００:５６）

これによってたしかに、メンバーの構築が言及

している「客観的な状態」は、少なくとも分析者

による再構成（第二次的構築）のなかでは、言語

的なもの、つまりメンバーの構築に内在的な要素

に置き換えることができる。したがって、メン

バーの構築に含まれる「客観的な状態」への言及

を、構築主義者の二次的な構築が間接的に引き受

けることは防げるかもしれない。しかしながら、

むしろウールガーとポーラッチの批判は、そもそ

も可変的な構築について語るためには、構築され

る側の「客観的な状態」の同一性を、構築主義者

自身が直接に仮定しなければならない、と述べて

いるのだから、その点では、あまり有効な反論に

はなっていない。もちろん、「コンテクスト派」

はともかく、「厳格派」は、構築の可変性を少な

くとも明示的に主張することはないし、純粋に社

会的構築の過程（言説実践）それ自身のみを記述

するのだと言うことは、可能かもしれない。しか

しながら、その場合、そこには、明らかな研究対

象のシフトがあり、問題設定の水準のシフトがあ

るように思われる１０）。だからこそ、社会のメン

バーの構築は、構築主義者にとっての「客観的な

状態」であり、やはり客観的な状態についての判

断をさけることはできないではないか、という批

判も出てこざるをえない。

われわれは、ここで、「だから客観的な状態に

ついての一切の判断を排除しうる言説を工夫しな

ければならない」と主張するつもりはないし、逆

に「そんなことは不可能だから、こんな批判は無

視してよい」と主張するつもりもない。むしろ問

題にしなければならないのは、われわれにこ
�

の
�

よ
�

う
�

な
�

不
�

可
�

能
�

な
�

選
�

択
�

を
�

迫
�

っ
�

て
�

い
�

る
�

前
�

提
�

そ
�

の
�

も
�

の
�

だと

言うべだろう。すなわち、構築主義者の研究が、

メンバーの構築作業を対象とした第二次的な構築

１０）それは、あくまでディスコースやレトリックの研究であって、社会問題の研究の一部ではあるとしても、それ
こ
�

そ
�

が社会問題の研究で
�

あ
�

る
�

と言うことには、やはり躊躇を感じざるをえない。この点についての詳しい議論
は、本稿の第４章を参照。
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であるという、再帰的なアプローチそのもののな

かにこそ、問題があるのではないか──このよう

な前提が、あたかも不可能な選択が存在している

かのような見せ掛けをつくり出しているのではな

いか──ということだ。

３．構築主義論争（２）再帰性について
の異なる立場

イバラとキツセによる構築主義の再定式化に対

して、ここで検討するポルナー（Pollner１９９３）

と、デビッド・ボーゲンとマイケル・リンチ

（Bogen and Lynch１９９３）の議論は、少なくとも

「再帰性（reflexivity）」１１）の問題に関して、正反対

の評価を下しているようにみえる。ポルナーは、

社会問題の構築主義が、「再帰性に照準して、『客

観主義』の立場から決定的に決別」（Pollner１９９３:

１９９）するものであるとして、肯定的に評価しつ

つも、再帰性の問題が、依然として十分ラディカ

ルには取り扱われていない、と主張する。それに

対して、ボーゲンとリンチは、そもそもメンバー

の構築と社会学者の構築を区別し、それを再帰的

に関係づけようとするアイデア自体を問題視して

いる。かれらにとって、再帰性は、少なくともそ

れによって、何らかの認識（論）的な利点が産み

出されるようなものではない。

ポルナーは、構築主義を「市井の（mundane）

あ る い は 客 観 主 義 的 形 式」と「構 成 的

（constitutive）形式」に区別し１２）、さらに後者を

「主題的な（topical）構築主義」と「分析的な

（analytical）構築主義」に区別する。

構築主義の「市井のあるいは客観主義的な形

式」は、分析的に特定可能な客観的な秩序を前提

としており、そのような前提のもとでは、構築主

義は、客観的な秩序の「主観的」あるいは「解釈

的」側面を取り扱うものとして位置づけられる。

したがって客観主義的構築主義にとっては、そも

そも再帰性など、問題にならない。

それに対して、構築主義の「構成的な形式」

は、一方における定義的、解釈的、あるいは表象

的な実践と、他方におけるそのような実践が定義

し、解釈し、あるいは表象している客観的な対応

物との区別を（判断）停止し、括弧に入れなけれ

ばならない。しかしながらポルナーによれば、構

成的な形式といっても、そこには射程の違う二種

類の形式がある。「主題的な構築主義」が客観主

義的前提を（判断）停止するのは、あくまで探究

の主題を定式化する際においてだけであり、探究

の主題としての社会的現実が、解きがたく実践や

ディスコースとからまりあっていると同時に、そ

れらを通して構成されていると考えることによっ

てである。

客観主義的な区別──「客観的に定まった

もの」と、単にラベルを貼られたり、定義さ

れたり、知覚されたに過ぎないものとの区別

──は、それ自身、主題の領域の内部にあ

る。そうした区別は、人々によって前提とさ

れ、志向され、実演されるかぎりで関心を払

われるのだが、それが主題を枠づけしたり、

形成したりするための分析的な資源となって

いるということには関心が払われない。

（Pollner１９９３:２０１）

したがって「主題的な構築主義」は、分析のレ

ベルでは、依然として客観主義的であるというこ

とになる。つまり社会のメンバーの構築的な実践

は、分析者によって、事実と対応するように表象

されうる客観的な現実であると考えられている。

したがって一方で、メンバーは、現実を構成する

ものとして捉えられているのだが、他方で、分析

者は、現実を構成するものとしてではなく、客観

的に存在する現実を発見するものとして捉えられ

ている。したがって「主題的な構築主義」は、自

らを構築主義的な分析の対象にしていないという

意味で、再帰性の問題を十分ラディカルには考え

１１）「再帰性」の概念は実に多様であるが、さしあたりここでは、「（メンバーの）構築を（社会学者が）構築する」
というような、「何らかの過程の自己適用」と考えておきたい。このような定義については、Luhmann（１９７０:
９３,１９８４:６０１）を参照。また、この概念の多様な用いられ方については、Lynch（２０００）が参考になる。

１２）このような区別は、すでに Pollner（１９７８）のなかで、レイベリング理論に関して展開されたものであり、さら
にその原型は、Pollner（１９７４）までさかのぼる。
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ていない。

ポルナーによれば、依然として客観主義の圏内

に引き止められていたスペクターとキツセの定式

化は、イバラとキツセの修正によって、「主題的

な構築主義」として再定式化された。この修正版

にとって、客観主義的な区別や客観主義的なディ

スコースは、社会問題が構築される、メンバーの

言語ゲームの特性として理解されるようになる。

さらに、「想定された状態」の概念を「状態カテ

ゴリー」の概念で置き換えることによって、かれ

らが強調しているのは、その用語が客観的現実へ

の間接的な言及ではなくて、そのような言及が社

会問題をめぐるディスコースのなかで使用されて

いるという認識である。

しかしながら、イバラとキツセは、自らの実践

を考察の対象から除外している。「主題的な構築

主義」の実践そのもの、つまり構築主義者のクレ

イム申し立て活動は、ディスコースやレトリック

からは独立したものと考えられている。したがっ

て「主題的な構築主義」は、分析的レベルでは、

依然として、十分に再帰的ではないままだという

わけだ。

それに対して「分析的な構築主義」の立場にた

てば、分析者自身の実践も、社会のメンバーの実

践と同様に、構築主義的分析の対象に含まれる。

したがって構築主義的分析自体が構築主義的分析

の対象になるという意味で、再帰性は、十分にラ

ディカルな形態をとることができる。もちろんポ

ルナーは、このような徹底的な再帰性を導入する

ことが、論理的な困難を抱えていることを認める

が、それにもかかわらず、「再帰性の社会学」

は、そのような困難の理由（再帰性は、客観主義

的前提のもとでのみ困難なのであって、それ自身

として困難なのではない）をも解明することがで

きるとし、さらには、再帰性を導入した「新しい

ディスコースの形式」の可能性を夢想する。

さて、ボーゲンとリンチ（Bogen and Lynch

１９９３）は、社会的構築主義とエスノメソドロジー

との間に明らかな平行関係を認めたうえで、両者

の間の深い相違を強調している。

かれらによれば、イバラとキツセは、行為者の

日常的な（vernacular）理解を、哲学的実在論の

素朴な変種として取り扱い、構築主義者自身の分

析が依って立つ地点と区別することによって、社

会の普通のメンバーによる、「素朴な自然的理論」

の外部に立とうとしている。したがってボーゲン

とリンチがまず問題視するのは、日常的ディス

コースや日常的理解と、専門的分析や分析的な理

解との間に一線を画そうとする、イバラとキツセ

の基本方針そのものである。

…イバラとキツセの言う混乱［理論的ディ

スコースと日常的ディスコースという異なる

層の間の混乱］が生起するのは、まず第一

に、この層が区別されなければならないとい

う前提のもとでである。…したがって社会問

題の一般理論がなすべき第一のものは、社会

問題の社会学的知識と常識的知識の間に、原
�

理
�

的
�

な
�

区別を設けるための基礎を提供するこ

とであるとされる。このようにしてはじめ

て、「メンバーの社会問題についての常識的

知識」が、社会学的分析という仕事のため

の、純粋な現象として立ちあらわれるのだ。

（Bogen and Lynch１９９３:２１６）

たしかに常識的な知識や方法を「資源」として

利用することと、それを分析的な「主題」として

取り扱うことの区別は、すでに前章で触れたツィ

ンマーマンとポルナーの定式化以来、現象学的社

会学やエスノメソドロジーの代表的な公式の一つ

になっている。しかしながらそこには、常識的な

知識や方法を主題化することによって、それらを

「欠陥のあるもの」「劣ったもの」「誤ったもの」

として非難したり、矯正したりするという動機は

なかったはずだ。というのも、科学的知識と常識

的知識を競合する関係で捉え、前者が正しく、後

者が誤っているという考え方に対してこそ、かれ

らの批判は向けられていたのだから。したがっ

て、常識的な知識や方法を主題化することの本来

の意味は、社会学がその研究対象である日常的世

界を、その内在的な論理を無視して、「科学的」

に説明しようとすることへの批判にあり、した

がって日常的世界の内在的な論理の解明こそが、

社会学の本来の主題でなければならないという主

張にあったはずなのである。
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しかしながら、ポルナーからイバラとキツセへ

と受け継がれている、日常世界の主題化は、むし

ろ全
�

く
�

逆
�

の
�

方
�

向
�

を向いてしまっている。そこで

は、まず第一に、一方における社会のメンバーの

実践的あるいは自然的な態度と、他方における社

会学者の理論的あるいは分析的な態度が対置さ

れ、さらに前者に対しては、素朴実在論的な、あ

るいは客観主義的な方法論的態度──これは、構

築主義からみれば、「誤った」方法的論的態度に

ほかならない──が帰せられている。そして第二

に、社会学者（構築主義者）は、メンバーの自然

的態度の外部に立つことによって、メンバーの常

識的な知識や方法に対して、「アイロニカルな態

度」（Ibarra and Kitsuse１９９３:２６―７＝２０００:４９）を

とり、結局のところ、メンバーのクレイムを掘り

崩すことになる。というのも、それは「誤った」

方法的態度に基づいているのだから。

そこでは、ツィンマーマンとポルナーが本来批

判したはずの、常識的知識と科学的知識の競合関

係が再び姿をあらわしてしまっているし、社会学

的な専門知識が再び特権化されてしまっている。

イバラとキツセは、科学的態度が日常的態度に

よって誘惑されたり、汚染されたりしないように

注意を促しているようにみえるが（Ibarra and

Kitsuse１９９３: ３０―３１＝２０００:５５―５７）、本当に注意

しなければならないのは、全く反対に、日常的態

度が科学的態度によって、誘惑されたり、汚染さ

れたりすることではなかったのか。というのも、

元来、科学によって日常的世界の内在的な論理が

無視されたり、日常的態度に科学的態度が勝手に

投影されたりすることが、問題になっていたはず

なのだから。

構築主義の分析は、この［「市井の存在論」

や「実証主義的常識」に基づいた］客観的事

実性の感覚が、相互行為的に構築され維持さ

れていることを示す。…分析は、素人の行為

者であろうと、暗黙にメンバーの前提を採用

している社会学者であろうと、メンバーが客

観的現実について報告しているクレイムを掘

り崩しているのだ。（Bogen and Lynch１９９３:

２２２）

その意味で、資源と主題の区別は、もはや一つ

のドグマと化しているという、ボーゲンとリンチ

の指摘は正しい。かれらによれば、「自然的態度」

と「科学的理論化の態度」を対比することによっ

て、あたかも「自然的態度」の外部に出ることが

できるかのように考えることはできない。

自然的態度は、あらゆる想像しうる「態

度」、つまり科学的、哲学的、そして市井の

「態度」を含んでいるいる、と考えること

は、全く道理に適っている。逆に言えば、こ

のことは、自然的態度が多元的な態度を含

み、いかなる態度も、全体の配置を見渡す地

点を構成することはない、ということを意味

するだろう。（Bogen and Lynch１９９３:２２５）

そうだとすれば、何らかの実践を行うというこ

とと、それにつ
�

い
�

て
�

何かを語
�

る
�

というもう一つの

実践との関係について、われわれは、どのように

考えればよいのだろうか。大事なことは、第二の

実践（第一の実践を観察したり記述したりする実

践）が、第一の実践に対して、論理階層上、より

高次の水準（メタ・レベル）にあると考えてはな

らな
�

い
�

ということ、したがって第二の実践は、第

一の実践には欠けている何ものかを補い、それに

よって第一の実践を、より包括的で、より完全な

枠組みのなかに統合するようなものではないとい

うことである。別の言い方をすれば、第一の実践

は、それを観察したり記述したりする、より上位

の第二の実践によって補われなければならないと

か、それがなければ不完全なものでしかないと考

える必要はまったくないし、そもそもある実践を

観察したり記述したりすることは、当の実践その

ものにとって（つまりそれを適切に行ったり、理

解したりすることにとって）、構成的な何ものか

ではなく、まさに当の実践とは別の新たな実践に

ほかならないのである１３）。

１３）実践と実践の観察（解釈）との、このような区別については、田中（２００２）で詳しく論じた。
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４．再帰性の神話

すでに指摘したように、一方で、ポルナーは、

再帰性というアイデアを全面的に受け容れ、ラ

ディカルな再帰性を取り込んだ理論や言説の可能

性について考えようとしているのに対して、他方

で、ボーゲンとリンチは、少なくとも、再帰性を

認識（論）的な利点と結びつけるという方向性に

重大な疑義を申し立てている１４）。われわれの立場

は、基本的には、後者に近い１５）。というのも、前

者の考え方は、多くの問題を抱えているばかりで

なく、決定的な誤りを含んでいると思われるから

だ。

まず、イバラとキツセによる構築主義の再定式

化には、二つの側面があることに注目しよう。第

一の側面は、社会のメンバーによる第一次的構築

（クレイム申し立て活動）が、社会学者による第

二次的構築の対
�

象
�

にほかならないという側面であ

り、したがって両者の構築の間には、論理階層上

の水準の違いがあり、しかも社会学者による分析

が、より高次の水準に立つという側面である。第

二の側面は、社会のメンバーによる構築が「実践

的」なものであり、それに対して社会学者の構築

は、「分析的あるいは理論的」なものであるとい

う、構築のもつ性質上の相違、あるいは構築の前

提となっている態度の相違という側面である。

では、この二つの側面は、どのように関係して

いるのだろうか。まず、社会のメンバーは、何ら

かの事態（スペクターとキツセのいう「想定され

た状態」）を、「社会問題」として定義づけるよう

な活動、すなわちクレイム申し立て活動を行うと

仮定されている。したがってクレイム申し立て活

動は、何らかの事態を、「社会問題」として、観

察あるいは記述する営みであると言うことができ

よう。ところで、社会のメンバーは、「市井の

（mundane）存在論」に基づいた「自然的態度」

をとるものと仮定されているので、かれらは、社

会問題が、そのような観察や記述とは独立に、客

観的に存在していると考えている（と構築主義者

は仮定する）。社会学者（構築主義者）は、社会

のメンバーと同じように、あるいはまた社会のメ

ンバーと競合して、観察や記述とは独立に客観的

に存在するはずの社会問題を観察したり記述した

りする、と考えてはならない。そうではなくて、

社会学者（構築主義者）は、社会のメンバーが行

う観察や記述、つまりクレイム申し立て活動に注

目し、それを研究対象にしなければならない。と

いうのも、構築主義の考えによれば、何らかの行

動や状態は、それ自体として存在するのではな

く、それを何ものかとして語り（観察・記述

し）、定義づけるような相互行為的な活動によっ

て、事実として構築されるからである。

したがって社会学者は、（社会のメンバーによ

る）観察や記述を、（研究の主題として）観察し

たり記述したりしなければならない──ここに再

帰的な構造があらわれる。イバラとキツセによる

再定式化の第一の側面は、このようなものであ

る。だがしかし、これは、事態の半面でしかな

い。というのも、社会学者による第二次的な観察

・記述がどのような性質をもっているかが、問題

になるからである。そこで、第二の側面が必要と

なる。

社会のメンバーは、「市井の存在論」に基づい

て、観察や記述とは独立に存在する客観的な状態

を観察・記述していると考えている（と構築主義

者は言う）のだが、構築主義者は、社会の普通の

メンバーのように、そして客観主義的立場をとる

社会学者のように、観察や記述と独立して、事態

が存在するとは考えない。むしろ、観察や記述こ

そが、何ものかを事実として構築するのだと考え

るのが、構築主義の立場であり、このような態度

（客観主義的な態度ではなく、構築主義的な態度）

をとることが、イバラとキツセのいう「分析的・

理論的態度」をとることであろう。したがって、

社会のメンバーによるクレイム申し立て活動（観

察や記述）を、メンバー自身の視点（客観主義的

な視点）からではなく、分析者の視点（構築主義

的な視点）から言い換えること、これが、イバラ

とキツセによる再定式化の第二の側面である「再

構築」ということになる。

つまり、社会のメンバーの視点からみれば、客

１４）この問題については、Lynch（２０００）も参照。
１５）ボーゲンとリンチの議論に基づいたものとして、西阪（１９９６）岡田（２００１）も参照。
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観的に存在している「社会問題」を観察・記述し

ているようにみえるかもしれないが、分析者の視

点からみれば、そのような観
�

察
�

や
�

記
�

述
�

（定
�

義
�

づ
�

け
�

）こ
�

そ
�

が
�

、「社
�

会
�

問
�

題
�

」を
�

社
�

会
�

的
�

に
�

構
�

築
�

し
�

て
�

い
�

る
�

のだ、というように言い換える＝再構築すると

いうことだ。そうだとすると、社会学者による第

二次的構築は、通常の意味での観察・記述ではな

く、このような再構築＝言い換えだということに

なろう。メンバーは、客観主義的に考えている

が、分析者は、理論的・分析的に考えるから、

違ったように見えるということである。

このように、社会学者が観察・記述するという

第二次的構築の部分を、異なる態度による再構築

であると考えておかないと、イバラとキツセの議

論は、厄介な論争に巻き込まれてしまう。この部

分を、あくまで観察や記述だと考えた場合には、

社会学者（構築主義者）もまた、社会のメンバー

による第一次的構築を、ある種の客観的な状態と

して、観察したり記述したりすることになり、客

観主義を再び導入せざるをえないという反論が、

容易に予想できる。他方、社会学者による第二次

的構築もまた、客観主義的な観察や記述ではな

く、一つの構築であることを認めて、構築主義を

徹底化する（ポルナーのいう「分析的な構築主

義」の立場）ことは不可能ではないが、それが、

無限背進という論理的困難を伴うことは、周知の

事柄である。結局のところ、一方で、どこかで客

観主義的な立場を導入すれば、そもそも何ゆえに

構築主義が必要なのかがわからなくなってしまう

し、他方で、構築主義の立場を徹底しても、自ら

の正当性を掘り崩すことになってしまう。

さて、このように整理してみると、構築主義的

な立論の核になっているのは、第一次的構築と

は、社会のメンバーが何らかの事態を「社会問

題」として語る（観察・記述する）営みだという

こと、そして構築主義者の見解によれば、このよ

うな語り（観察・記述）こそが「社会問題」を事

実として構築するのだということ、であることが

わかる。言い換えれば、これが、構築主義者によ

る第二次的構築によって再構築された「クレイム

申し立て活動」の姿である、と言ってもよい。社

会のメンバーの活動としての「クレイム申し立て

活動」（何らかの事態を「社会問題」として語る

＝観察・記述する活動）が、「社会問題」を「社

会問題」たらしめている過程なのであるから、社

会問題の社会学は、まさにこの過程を研究しなけ

ればならない、という結論が導かれる。しかしな

がら、何ものかが何ものかとして構成されるの

は、それが何ものかとして語られる（観察・記述

される）ことによってである、という構築主義の

見解は、果たして正しいものなのであろうか。

いま仮に、社会のメンバーの最も基底的な実践

の水準（ないしはその水準に属する実践）を実

践１と名づけてみよう。この水準は、スペクター

とキツセが「想定された状態」と呼んだものの水

準であり、後から「逸脱」や「社会問題」がそこ

にあると認定されたり、されなかったりする実践

が属する水準である。そうすると、社会問題を社

会問題として定義する活動、すなわちクレイム申

し立て活動は、この最も基底的な水準に属する何

らかの実践を、「社会問題」や「逸脱」として、

語る（観察したり記述したりする）実践であるか

ら、それは、実践１を、論理階層上より上位の水

準から規定する実践であって、それを実践２と名

づけることができよう。ここで重要なことは、構

築主義者は、実践２が、社会問題を社会問題とし

て構築するものだと考えていること、言い換えれ

ば、実践２が、社会問題を社会問題として構築す

る仕方や方法にほかならないと考えているという

ことだ。

しかしながら、かつてハロルド・ガーフィンケ

ル と ハ ー ベ イ・サ ッ ク ス が「定 式 化

（formulating）」という実践について述べたように

（Garfinkel and Sacks１９７０）、そしてボーゲンと

リンチが実践について語るという実践について述

べているように、この実践２は、決して実践１の外

部に立つメタ・レベルの営みではなく、むしろ実

践１と並ぶ、それと同等の一つの実践に過ぎな

い。つまり、実践の仕方や方法という問題（行為

の「いかにして」という問題）は、その実践を語

る（観察・記述する）というメタ的な実践の内に

あるのでは決してな
�

い
�

ということだ。たしかに、

「観察・記述」がメタ・レベルの実践ではなく、

他の実践と同列の実践であるという点について、

構築主義者とわれわれの主張は、一致するかもし

れない。問題は、その先である。構築主義者は、
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「観察・記述」が、実は構築なのだと単純に言い

換えてしまう。われわれが問題にしているのは、

まさにこの言い換えである。少なくともそれに

よって、「観察・記述」以外の実践が、構築に関

与している可能性が排除され、「いかにして構築

されるのか」という本来の問いが閉じられてしま

うばかりでなく、観察・記述＝構築の無限の連鎖

という背理を自ら抱え込むことになってしまうの

である。

実践１が「社会問題」をいわば自ら切り出して

いく仕方や方法として、実践１をメタ・レベルか

ら定義づけていく活動としての実践２を考えるこ

と、しかも、客観主義から何とか身を引こうとし

て、実践２を実践１から切り離して主題化すること

は、結局のところ、社会問題について語るという

異なる種類の実践（それは種類が異なるのであっ

て、決して水準が異なるのではない）を主題化す

ることにほかならない。そして、この新たな主題

の領域においても、何ものかが何ものかとして構

築される仕方や方法を問うという構築主義的方法

が再び適用されれば、社会問題について語るとい

う異なる種類の実践の仕方や方法を問うことに

なってしまう１６）。社会問題はいかにして社会問題

たりうるのか、という当初の問いが、誤ってクレ

イム申し立て活動という、基底的な実践を観察・

記述するメタ的な実践に向かってしまったため

に、そしてそれを切り離して主題化したために、

社会問題が社会問題となる仕方や方法ではなく

て、クレイム申し立て活動がクレイム申し立て活

動になる仕方や方法に照準してしまうことになっ

ているのではないか。われわれがすでに触れた、主

題のシフト、問題設定のシフトというのは、そうい

うことである。社会問題の構築主義は、その主題

を取り違えてしまったのではないだろうか１７）。

さて、われわれの出発点は、デュルケームのい

う「外部的な関係」をどのように考えたらよいの

か、という問題であり、そのことはとりもなおさ

ず、「社会的なもの」をどのように考えたらよい

のか、という問題であった。そしてわれわれが

（社会問題の）社会的構築主義の議論を通してた

どり着いたのは、少なくとも、「外部的な関係」

とは、行為（実践）を外的に観察・記述する（そ

れについて語る）ような別の行為（実践）との関

係ではありえないということ、言い換えれば、そ

のような第二の行為（実践）が第一の行為（実

践）を構成（構築）しているわけではないという

ことである。もちろん、だからといって、何らか

の「内的な要素」へと逆戻りしようとしているわ

けではない。たしかに行為（実践）は、「外部的

な関係」に依存しており、「社会的に」構成（構

築）されている。しかしながら、その構築は、社

会的構築主義者が考えているように、その行為

（実践）を語る（観察・記述する）別の行為（実

践）によって、ではな
�

い
�

──社会的構築主義につ

きまとっている、このような表象主義的あるいは

認知主義的な残滓こそが、取り除かれなければな

らないのである。社会的構築主義は、「観察・記

述」を「構築」に単純に置き換えることによっ

て、構築そのものへの問いを放棄するばかりでな

く、表象主義（的関係）に基づく「再帰性のパラ

ドクス」を引き受けることになってしまったと

言ってもよい。このことこそが、われわれがあた

１６）もちろんそこで、仕方や方法への問いが再びメタ・レベルへの問いであるかぎり、論理的な無限背進が起こっ
てしまうはずだ。

１７）たしかに、例えば「約束」や「告白」などをそのようなものとして構成（構築）する仕方や方法を考える場合
と、「社会問題」や「逸脱」をそのようなものとして構成（構築）する仕方や方法を考える場合とでは、決定的
な相違があるかのように見えるかもしれない。というのも、後者の場合には、前者の場合と比べて、その意味
内容の指定のされ方が、間接化しているかのように見えるからであり、したがってそれが「本当に」社会問題
や逸脱であるかどうかを決定するための公共的な言説空間が前提とされるかのように見えるからである。しか
しながら「社会問題」や「逸脱」の場合も、ある行為が、まずもって「虐待」や「いじめ」などの個々の行為
として構成（構築）されるのでなければならないということを考慮に入れるなら、両者の間に根本的な相違が
あると考えることはできない。逆に言えば、「約束」や「告白」についてでさえ、それが「本当に」そのような
ものであるかどうかが公共的な言説空間で論争となることは、十分にありうるのであって、そのような特性
が、「社会問題」や「逸脱」だけの特性であると考えることはできないであろう。「社会問題」が、それについ
て語る言説と不可分であることはたしかであるが、やはりそれは、公共的な言説空間そのものの問題なので
あって、個々の「社会問題」それ自身の問題ではないように思われる。
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かも不可能な選択の前に立たされているかのよう

な見せ掛けをつくり出していたものにほかならな

いのである１８）。
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The Myth of Reflexivity:

The Possibility and impossibility of social constructionism

ABSTRACT

The insight that the meaning of an action is not determined by its intrinsic property, but

is socially constituted through its interaction with others’ action, which the labeling theory

of deviance suggested, is closely related to the problem of how we should think about the

nature of “the social”. This insight, however, has been obscured with the decline of the

labeling theory resulting from its controversy with the positivistic approach. Following the

tradition of the definitional approach, Spector and Kitsuse proposed the social

constructionist approach to social problems.

In this paper, in order to accurately understand the nature of “the social” or the meaning

of “being socially constructed (constituted)”, we will examine (1) the constructionist

program of Spector and Kitsuse, (2) the criticism of “ontological gerrymandering” by

Woolgar and Pawluch and the reformulation of “strict constructionism” by Ibarra and

Kitsuse, (3) the argument of Pollner in favor of reflexive observation or description, and

that of Bogen and Lynch against reflexivity.

It should be noticed that although Pollner assumes a sociologist’s reflexive observation

or description (taking the theoretical or analytical attitude) of a member’s observation or

description (taking the natural attitude), the natural attitude, as Bogen and Lynch argue,

includes every attitude and there is no standpoint from which we can observe or describe

the natural attitude entirely.

It is concluded that an action is socially constructed (constituted) as such not through

being “referred to” (observed or described) as such by others on the meta-level. We should

regard “the social” as involved in the realm of not being “referred to” but being “displayed”

(in Wittgenstein’s sense) in social interaction.

Key Words: reflexivity, social constructionism, social problems
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